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一
、
歴
史
双
書
と
い
う
資
料
集
の
刊
行
に
つ
い
て

　

令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
十
一
月
に
、
八
戸
市
立
図
書
館
編
集
の
『
八
戸
藩
遠
山

家
日
記
』
第
十
巻
が
、「
八
戸
の
歴
史
双
書
」
の
復
刻
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
刊
行
さ
れ
た

（
以
下
、『
八
戸
藩
遠
山
家
日
記
』
を
『
日
記
』
と
略
記
す
る
）。
八
戸
の
歴
史
双
書

は
、
八
戸
の
歴
史
史
料
を
市
民
へ
還
元
す
る
た
め
、
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
に
分
か
れ
る
。

一
つ
は
『
日
記
』
の
よ
う
に
史
料
を
市
民
に
わ
か
り
や
す
く
翻
刻
し
た
復
刻
シ
リ
ー

ズ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
八
戸
三
社
大
祭
や
八
戸
の
女
性
史
な
ど
、
テ
ー
マ
別
に

沿
っ
た
読
み
物
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。

　

遠
山
家
日
記
は
、
八
戸
藩
の
上
級
武
士
だ
っ
た
遠
山
家
が
、
代
々
書
き
継
い
だ
寛

政
四
年
（
一
七
九
二
）
か
ら
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
ま
で
「
一
二
七
年
分
も
現
存

す
る
日
記
」
で
あ
る
。『
日
記
』
第
十
巻
は
、
解
題
に
よ
れ
ば
「
明
治
五
年
（
一
八

七
二
）
か
ら
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
ま
で
の
日
記
で
、
十
六
冊
」
を
掲
載
し
て

い
る
（『
日
記
』
第
十
巻
、
四
二
二
ペ
ー
ジ
）。

　

周
知
の
と
お
り
、
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
八
月
十
五
日
に
、
計
一
一
一
点

の
遠
山
家
日
記
が
県
重
宝
（
歴
史
資
料
）
に
指
定
さ
れ
た
。
遠
山
家
日
記
は
、
遠
山

景
敏
氏
が
八
戸
市
へ
寄
贈
し
た
計
一
六
七
五
点
の
「
遠
山
家
旧
蔵
本
」
に
含
ま
れ
る
。

八
戸
市
立
図
書
館
で
は
遠
山
家
旧
蔵
本
を
所
蔵
す
る
。
同
日
記
は
複
写
製
本
さ
れ
、

所
蔵
先
の
八
戸
市
立
図
書
館
で
閲
覧
可
能
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
第
十
巻
に
関
わ
る
「
複

写
遠
山
家
日
記
」
は
八
冊
分
あ
る
（
請
求
記
号
、
三

一
二
六
か
ら
三

一
四
四
）。

　

第
十
巻
に
掲
載
さ
れ
た
日
記
の
主
な
書
き
手
は
、
遠
山
家
第
一
〇
代
の
遠
山
景
三

（
か
げ
み
つ
）
で
あ
る
。
遠
山
家
第
九
代
庄
七
の
長
男
で
あ
る
景
三
は
、
青
森
県
や

八
戸
町
（
現
八
戸
市
）
の
政
界
に
大
き
く
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
嘉
永
五
年
（
一

八
五
二
）
十
一
月
二
十
五
日
に
生
ま
れ
、
大
正
十
一
年
十
月
八
日
に
享
年
七
十
一
歳

で
死
去
す
る
（『
日
記
』
第
九
巻
、
四
九
六
ペ
ー
ジ
。『
東
奥
日
報
』
大
正
十
一
年
十

月
九
日
付
）。
第
十
巻
の
収
録
範
囲
は
、
彼
が
お
お
よ
そ
二
十
〜
五
十
五
歳
ま
で
の

間
と
な
る
。

　
『
日
記
』
第
十
巻
は
八
戸
藩
を
冠
す
る
が
、
実
際
に
は
廃
藩
置
県
以
後
で
あ
る
た

め
景
三
は
旧
藩
士
（
士
族
）
で
あ
り
、
本
巻
の
後
半
は
八
戸
町
長
時
代
に
な
る
と
い

う
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

二
、『
日
記
』
第
十
巻
の
構
成
に
つ
い
て

　

第
十
巻
の
構
成
は
、
目
次
を
見
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

八
戸
藩
遠
山
家
日
記　

第
十
巻

　
　
　

明
治
五
年　
　
　
　
　

明
治
十
一
年　
　
　
　
　

明
治
二
十
一
年

　
　
　

明
治
六
年　
　
　
　
　

明
治
十
二
年　
　
　
　
　

明
治
二
十
六
年

　
　
　

明
治
七
年　
　
　
　
　

明
治
十
三
年　
　
　
　
　

明
治
三
十
九
年

　
　
　

明
治
八
年　
　
　
　
　

明
治
十
四
年　
　
　
　
　

明
治
三
十
九
年
（
子
供
）　

　
　
　

明
治
九
年　
　
　
　
　

明
治
十
五
年　
　
　
　
　

明
治
四
十
年

〔
書
評
〕

　
八
戸
の
歴
史
双
書

『
八
戸
藩
遠
山
家
日
記
』
第
十
巻

中
園
　
美
穂
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目
次
か
ら
は
、
第
十
巻
が
『
日
記
』
第
一
〜
九
巻
の
体
裁
を
継
承
し
、
編
年
順
を

重
視
し
た
構
成
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

　

し
か
し
、
第
十
巻
の
掲
載
史
料
は
左
記
の
①
〜
⑥
の
史
料
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

①
の
各
「
日
記
」
は
、
一
年
一
冊
が
基
本
で
あ
る
既
刊
『
日
記
』
と
比
較
し
、
十
分

な
記
述
量
に
達
し
て
い
な
い
も
の
が
目
立
つ
。

　
　

①　

明
治
五
〜
九
、
十
一
〜
十
五
、
二
十
六
、
三
十
九
年
の
各
「
日
記
」（
十

二
年
分
）

　
　

②　

明
治
十
二
年
の
「
普
請
中
日
記
」（
景
三
の
自
宅
建
て
替
え
の
た
め
）

　
　

③　

明
治
十
三
年
の
成
蔭
舎
の
「
日
誌
」

　
　

④　

明
治
二
十
一
年
十
月
以
降
の
「
家
事
収
支
日
記
帳
」（
明
治
二
十
一
〜
二

十
九
年
の
金
銭
な
ど
の
出
納
関
係
）

　
　

⑤　

景
三
の
息
子
で
あ
り
、
八
戸
尋
常
高
等
小
学
校
の
高
等
科
第
二
学
年
で
あ

る
景
輔
が
書
い
た
、
明
治
三
十
九
年
の
「
冬
休
日
記
帳
」

　
　

⑥　

景
雄
と
青
森
県
立
第
二
中
学
校
時
代
の
同
級
生
で
あ
る
三
島
吉
良
が
書
き

手
の
明
治
四
十
年
「
当
用
日
記
」

　

③
の
成
蔭
舎
は
、
遠
山
家
旧
蔵
本
に
よ
る
と
、
肝
油
を
製
造
す
る
目
的
で
、
遠
山

景
三
を
含
む
有
志
者
達
が
組
織
し
た
も
の
で
あ
る
（
整
理
番
号
、
七-

三
二
五
）。

　

⑥
の
三
島
は
、
景
三
の
息
子
で
あ
る
遠
山
景
雄
よ
り
一
年
早
い
、
明
治
三
十
九
年

七
月
、
第
一
高
等
学
校
大
学
予
科
の
医
科
に
入
学
し
た
（『
第
一
高
等
学
校
一
覧　

明
治
三
十
九
〜
四
十
年
』
第
一
高
等
学
校
、
一
三
二
ペ
ー
ジ
〔
国
立
国
会
図
書
館
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
〕）。
解
題
の
と
お
り
、「
当
用
日
記
」
に
は
、
景
雄
の
話
が

出
て
く
る
。
四
十
年
八
月
八
日
、
三
島
は
景
雄
が
合
格
し
た
の
で
感
涙
し
て
い
る

（『
官
報
』
第
七
二
三
三
号
、
明
治
四
十
年
八
月
八
日
付
〔
同
前
〕。『
日
記
』
第
十
巻
、

四
〇
一
ペ
ー
ジ
）。
景
雄
は
、
第
二
高
等
学
校
大
学
予
科
の
法
科
第
一
学
年
と
な
っ
た
。

　
『
日
記
』
第
十
巻
は
既
刊
と
比
較
し
、
掲
載
史
料
の
変
化
に
富
ん
で
い
る
。「
八
戸

の
歴
史
双
書
」
と
し
て
、
他
の
巻
と
の
統
一
性
も
考
慮
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
掲
載
史

料
を
種
別
で
と
ら
え
、
簿
冊
単
位
で
構
成
す
る
ほ
う
が
、
読
者
の
便
宜
を
図
る
た
め

に
も
よ
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

三
、
現
存
し
て
い
な
い
日
記
に
つ
い
て

　

前
述
の
①
を
見
る
と
、
明
治
十
、
十
六
〜
二
十
五
、
二
十
七
〜
三
十
八
年
、
四
十

年
の
遠
山
家
日
記
が
現
存
し
て
い
な
い
点
に
気
付
く
だ
ろ
う
。『
日
記
』
第
一
〜
九

巻
は
一
年
一
冊
の
単
位
で
日
記
が
掲
載
さ
れ
る
の
に
対
し
、
第
十
巻
で
は
現
存
し
て

い
な
い
遠
山
家
日
記
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
に
つ
い
て
、
解
題
で
触

れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

景
三
は
明
治
十
四
年
三
月
に
師
範
学
校
の
勤
務
を
差
免
さ
れ
た
が
、
同
年
五
月
に

町
村
会
議
員
に
当
選
し
た
。
こ
れ
以
降
、
大
正
六
年
四
月
ま
で
前
後
二
十
六
年
間
、

八
戸
町
会
議
員
を
務
め
た
。
ま
た
、
明
治
二
十
四
年
八
月
に
県
会
議
員
に
当
選
し
数

度
、
県
会
議
員
を
務
め
、
四
十
四
年
か
ら
副
議
長
に
、
大
正
八
年
に
は
県
会
議
長
に

就
任
し
た
（
前
掲
『
東
奥
日
報
』。『
奥
南
新
報
』
大
正
十
一
年
十
月
十
日
付
）。
遠

山
家
旧
蔵
本
に
は
明
治
三
十
一
年
に
県
会
議
員
に
当
選
し
た
証
書
が
あ
る
（
整
理
番

号
、
三-

一
六
七
）。

　

彼
は
町
政
や
県
政
に
関
わ
る
重
要
な
人
物
と
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
如
実
に
物
語

る
の
が
八
戸
町
長
の
就
任
だ
ろ
う
。
明
治
二
十
六
年
五
月
か
ら
四
十
年
五
月
ま
で
、

彼
は
第
二
代
八
戸
町
長
と
し
て
町
政
を
担
っ
た
。
遠
山
家
旧
蔵
本
か
ら
は
、
彼
が
町
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長
を
辞
職
し
た
際
に
、
八
戸
町
の
「
明
治
四
十
年
収
支
現
計
表
」（
整
理
番
号
、
六

-

九
五
）
な
ど
を
、
助
役
の
加
藤
喜
衛
（
か
と
う
・
ひ
ろ
え
）
に
提
出
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　

現
存
し
て
い
な
い
明
治
十
六
〜
二
十
五
年
と
二
十
七
〜
三
十
八
年
の
間
に
、
二
十

六
年
の
遠
山
家
日
記
が
存
在
す
る
。
こ
の
年
は
、
景
三
が
第
二
代
八
戸
町
長
に
選
ば

れ
た
年
で
あ
る
。
同
年
の
日
記
は
、
旧
暦
元
旦
に
相
当
す
る
二
月
十
七
日
か
ら
記
述

が
始
ま
り
、
二
月
十
七
日
付
や
十
八
日
付
に
は
、
大
芦
（
梧
楼
）
や
福
田
（
祐
記
）

な
ど
の
名
字
が
記
さ
れ
、
景
三
は
彼
ら
と
協
議
し
て
い
る
。
町
長
選
へ
む
け
て
の
協

議
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
景
三
ら
は
、
公
民
会
（
奥
南
派
）
と
呼
ば
れ
る
政
治
勢
力

で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

明
治
二
十
六
年
の
記
述
は
四
月
二
日
で
終
わ
り
、
こ
れ
以
降
、
三
十
八
年
ま
で
と
、

四
十
年
の
遠
山
家
日
記
が
現
存
し
て
い
な
い
状
態
と
な
る
。

　

つ
ま
り
、
景
三
の
八
戸
町
長
時
代
の
遠
山
家
日
記
が
ほ
と
ん
ど
現
存
し
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
理
由
に
は
、
日
記
を
書
き
継
ぐ
意
欲
が
低
下
し
た
可
能
性
や
、
町
長
な

ど
の
仕
事
が
多
忙
過
ぎ
て
記
述
し
た
く
と
も
時
間
的
な
余
裕
が
な
い
な
ど
、
幾
つ
か

推
測
が
可
能
だ
。
し
か
し
、
八
戸
藩
の
藩
士
で
あ
る
遠
山
家
の
当
主
が
書
き
継
ぎ
、

一
年
一
冊
を
基
本
と
す
る
遠
山
家
日
記
に
、
空
白
期
間
が
見
ら
れ
る
の
は
重
要
な
意

味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

四
、
翻
刻
資
料
と
し
て
の
『
日
記
』
に
つ
い
て

　

歴
史
史
料
や
、
く
ず
し
字
の
史
料
は
、
影
印
本
で
刊
行
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、

翻
刻
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
遠
山
家
日
記
は
幸
い
な
こ
と
に
、
両
者
が
存
在
す
る
。

　

前
述
の
と
お
り
、
遠
山
家
日
記
に
は
複
写
製
本
が
あ
り
、
所
蔵
先
の
八
戸
市
立
図

書
館
の
開
架
資
料
で
あ
る
。
ま
た
「
八
戸
の
歴
史
双
書
」
と
し
て
翻
刻
さ
れ
た
『
日

記
』
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
書
評
に
あ
た
り
、
評
者
は
第
十
巻
の
複
写
製
本
を
閲
覧

し
た
。
そ
こ
で
気
に
な
っ
た
点
が
あ
る
。

　

第
十
巻
に
掲
載
さ
れ
た
遠
山
家
日
記
の
表
紙
名
「
日
記
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
複

写
製
本
で
は
明
治
十
一
〜
十
五
年
と
二
十
六
年
の
各
遠
山
家
日
記
の
表
紙
名
は
、

「
日
誌
」
だ
が
、
第
十
巻
で
は
「
日
記
」
と
し
て
い
る
。
明
治
十
三
年
の
「
普
請
中

日
記
」
の
表
紙
名
も
複
写
製
本
で
は
「
普
請
中
日
誌
」
だ
っ
た
。
楷
書
に
ほ
ぼ
近
い

文
字
を
誤
読
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
市
立
図
書
館
の
関
係
者
に
、
こ
の
点
に
つ
い

て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、『
日
記
』
第
十
巻
で
は
、
表
紙
名
を
「
日
記
」
に
統
一
し
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
日
誌
」
を
「
日
記
」
に
統
一
す
る
必
然
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
誤
読
な
い
し

校
正
ミ
ス
と
、
読
者
に
思
わ
れ
兼
ね
な
い
。
凡
例
あ
る
い
は
解
題
に
、
表
紙
名
「
日

誌
」
を
、「
日
記
」
に
統
一
し
た
旨
を
明
記
し
て
お
け
ば
、
誤
解
を
与
え
ず
、
読
者

の
便
宜
を
図
る
た
め
に
も
よ
か
っ
た
と
思
う
。

　

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
考
慮
す
べ
き
点
が
あ
る
。
代
々
の
当
主
が
書
き
継
ぎ
、
伝

統
を
重
ん
じ
る
藩
士
（
士
族
）
の
日
記
の
表
紙
名
が
変
化
す
る
こ
と
に
何
ら
か
の
意

味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
景
三
が
意
図
的
に
「
日
誌
」
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

遠
山
家
日
記
の
表
紙
名
は
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
の
「
日
記
帳
」、
文
化
三

年
（
一
八
〇
六
）
の
「
日
記
頭
書
」
や
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
の
「
江
戸
勤
番

日
記
」
な
ど
も
あ
る
が
、
明
治
九
年
ま
で
「
日
記
」
が
通
例
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
十
一
年
か
ら
「
日
誌
」
へ
変
化
し
た
こ
と
は
、
長
く
書
き
継
が
れ
て
き
た
遠
山
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家
日
記
の
流
れ
の
中
で
、
少
し
違
和
感
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

表
紙
名
を
変
え
た
契
機
を
探
る
た
め
に
、
八
戸
市
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

遠
山
家
旧
蔵
本
を
活
用
し
な
が
ら
気
付
い
た
点
を
述
べ
て
み
た
い
。

　

景
三
は
明
治
七
年
十
月
一
日
に
東
京
へ
「
出
立
」
し
た
（『
日
記
』
第
十
巻
、
一

二
八
ペ
ー
ジ
）。
八
年
六
月
九
日
付
に
よ
れ
ば
、
東
京
滞
在
に
は
二
〇
〇
日
間
を
想

定
し
て
い
た
が
、
さ
ら
に
二
〇
〇
日
を
要
す
る
と
い
う
（
同
、
一
六
六
ペ
ー
ジ
）。

そ
し
て
、
九
年
十
月
十
四
日
に
は
「
帰
村
」
し
て
い
る
（
遠
山
家
旧
蔵
本
、
整
理
番

号
七-

二
八
九
「
景
三
東
京
よ
り
帰
村
ニ
付
到
来
物
帳
」）。

　

遠
山
家
旧
蔵
本
に
は
、
景
三
が
東
京
で
学
ん
だ
攻
玉
塾
（
芝
新
銭
座
町
〔
現
浜
松

町
〕）
の
卒
業
免
状
や
数
学
の
問
題
集
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
法
律
学
舎
（
東
京
の
神

田
小
川
町
）
で
フ
ラ
ン
ス
の
民
法
と
刑
法
な
ど
を
受
講
し
た
史
料
が
残
っ
て
い
る
。

彼
が
東
京
へ
出
立
し
た
目
的
は
、
東
京
遊
学
な
の
だ
ろ
う
。

　

例
え
ば
、
卒
業
免
状
（
整
理
番
号
、
三-

一
七
二
）
で
は
、
景
三
が
諸
比
例
・
垜

術
（
だ
じ
ゅ
つ
）・
求
積
・
対
数
用
法
・
平
面
三
角
応
用
問
題
な
ど
高
度
な
数
学
を

学
び
、
攻
玉
塾
を
卒
業
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
物
語
る
よ
う
に
、「
求
積
」

（
同
、
八-

九
四
）、「
平
面
三
角
法
」（
同
、
八-

九
五
）
な
ど
、
授
業
で
彼
が
書
き

記
し
た
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
仏
国
民
法
契
約
篇
」
表
紙
の
「
明
治
九

年
六
月
筆
記
」
な
ど
の
よ
う
に
、
書
き
始
め
た
年
月
日
が
あ
り
、
景
三
の
記
述
す
る

際
の
姿
勢
が
垣
間
見
ら
れ
る
（
同
、
五-

三
三
）。

　

こ
う
し
た
授
業
関
係
の
史
料
か
ら
推
測
す
る
と
、
景
三
は
、
少
な
く
と
も
明
治
八

〜
九
年
九
月
の
間
に
攻
玉
塾
と
法
律
学
舎
で
学
び
、
九
年
十
月
に
八
戸
へ
帰
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
十
年
の
遠
山
家
日
記
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
十
一
年
十
二
月
二
日
付

の
複
写
製
本
に
よ
る
と
、
彼
は
八
戸
師
範
分
校
の
監
事
心
得
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

　

攻
玉
塾
は
西
洋
の
数
学
が
学
べ
る
学
校
で
あ
り
、
法
律
学
舎
は
日
本
初
の
私
立
法

律
学
校
で
あ
る
。『
日
本
帝
国
文
部
省
年
報
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
東
京
に
は

多
く
の
私
立
学
校
が
設
立
さ
れ
、
士
族
達
が
西
洋
の
学
問
を
熱
心
に
学
ん
で
い
た
。

当
時
二
十
二
〜
二
十
三
歳
の
景
三
も
、
そ
の
一
人
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

表
紙
名
を
「
日
誌
」
に
変
え
た
理
由
を
、
景
三
が
記
述
し
て
い
な
い
の
で
、
本
当

の
事
情
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
寛
政
四
年
以
降
、
書
き
継
が
れ
て
い
る
長
大
な

遠
山
家
日
記
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
東
京
遊
学
は
、
主
な
書
き
手
で
あ
る
遠
山
景
三

の
立
場
や
彼
の
心
境
に
何
ら
か
の
変
化
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
旧
藩
士
（
士
族
）

か
ら
近
代
の
政
治
家
へ
と
、
景
三
が
脱
皮
し
て
い
く
姿
が
、
当
該
期
の
日
記
や
遠
山

家
旧
蔵
本
の
一
連
の
史
料
か
ら
う
か
が
え
る
。「
日
記
」
か
ら
「
日
誌
」
へ
表
紙
名

を
変
え
た
理
由
や
背
景
を
、
も
う
少
し
考
え
て
み
る
こ
と
も
一
興
だ
ろ
う
。

五
、
そ
の
他
、
興
味
深
い
点
に
つ
い
て

　

最
後
に
『
日
記
』
第
十
巻
の
記
述
内
容
に
つ
い
て
、
興
味
深
か
っ
た
点
に
触
れ
て

お
き
た
い
。
遠
山
家
日
記
で
は
、
兄
弟
間
の
関
係
性
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
景
三
に
つ
い
て
、
安
次
郎
か
ら
景
三
と
い
う
実
名
に
改
名
す
る
届
け
出
に
際
し
、

興
味
深
い
事
実
が
わ
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

明
治
三
年
十
一
月
九
日
、
安
次
郎
（
の
ち
景
三
）
は
接
待
章
か
ら
実
名
を
も
ら
う

（『
日
記
』
第
九
巻
、
四
〇
八
ペ
ー
ジ
）。
し
か
し
、
六
年
二
月
七
日
、
接
待
章
に
頼

ん
で
安
次
郎
は
実
名
を
取
り
替
え
て
も
ら
う
の
で
あ
る
（『
日
記
』
第
十
巻
、
七
二

ペ
ー
ジ
の
「
実
名
取
替
貰
候
事
」）。
実
名
を
取
り
替
え
て
も
ら
う
と
は
何
か
。
な
ぜ

取
り
替
え
て
も
ら
う
の
か
。
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明
治
六
年
二
月
九
日
付
に
よ
る
と
、
俗
名
廃
止
に
伴
う
実
名
届
け
出
の
た
め
、
安

次
郎
を
景
三
と
し
、
三
の
横
に
は
「
ミ
ツ
」
の
フ
リ
ガ
ナ
が
あ
る
。
日
記
に
わ
ざ
わ

ざ
「
ミ
ツ
」
と
フ
リ
ガ
ナ
を
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
景
三
の
弟
達
も
実
名

を
届
け
出
る
た
め
、
日
記
に
は
篤
矢
を
暢
一
、
駒
三
郎
を
悌
蔵
と
す
る
旨
が
記
さ
れ

て
い
る
。
悌
蔵
は
テ
イ
ゾ
ウ
と
読
む
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
景
三
と
悌
蔵
を
大
き
く

区
別
で
き
る
よ
う
に
、
接
待
章
に
読
み
方
を
取
り
替
え
て
も
ら
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
が
「
実
名
取
替
貰
候
事
」
で
あ
り
、「
ミ
ツ
」
の
フ
リ
ガ
ナ
に
つ
な
が
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
青
森
県
人
名
大
事
典
』（
東
奥
日
報
社
、
昭
和
四
十
四
年
版
）
や
『
青
森
県
人
名

事
典
』（
同
社
、
平
成
十
四
年
版
）、『
新
編
八
戸
市
史　

通
史
編
Ⅲ　

近
現
代
』（
八

戸
市
史
編
纂
委
員
会
編
集
、
八
戸
市
発
行
、
平
成
二
十
六
年
）
で
は
、
景
三
に
「
か

げ
ぞ
う
」
と
ふ
り
が
な
を
付
け
て
い
る
。『
日
記
』
第
十
巻
の
刊
行
を
契
機
に
、
景

三
の
正
し
い
読
み
方
が
「
か
げ
み
つ
」
で
あ
る
と
、
広
く
周
知
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
た
い
。『
日
記
』
第
十
巻
を
刊
行
し
た
意
義
に
つ
な
が
る
と
思
う
。

　
『
日
記
』
第
十
巻
に
収
録
さ
れ
た
景
三
が
記
述
し
た
遠
山
家
日
記
は
、
明
治
三
十

九
年
五
月
二
十
二
日
付
で
擱
筆
す
る
。
五
月
二
十
一
日
に
、
景
三
は
「
湊
ノ
神
田
」

へ
葉
書
を
出
し
、
翌
二
十
二
日
に
「
神
田
氏
」
が
や
っ
て
き
た
（『
日
記
』
第
十
巻
、

三
五
九
ペ
ー
ジ
）。
神
田
氏
と
は
、
第
二
代
八
戸
市
長
と
な
る
神
田
重
雄
を
示
す
と

考
え
ら
れ
る
。
第
二
代
町
長
と
し
て
八
戸
町
を
牽
引
す
る
遠
山
景
三
の
日
記
に
、
八

戸
市
の
発
展
を
語
る
際
に
欠
か
せ
な
い
神
田
重
雄
が
登
場
す
る
の
は
興
味
深
い
。

　

第
十
巻
に
掲
載
さ
れ
た
史
料
の
記
述
内
容
は
、
既
刊
『
日
記
』
に
比
べ
全
体
的
に

少
な
い
。
解
題
を
書
く
に
あ
た
っ
て
苦
労
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
日

記
本
文
の
内
容
が
少
な
い
か
ら
こ
そ
解
題
で
は
、
日
記
の
周
辺
に
存
在
す
る
諸
史
料
、

例
え
ば
、
遠
山
家
旧
蔵
本
な
ど
を
積
極
的
に
紹
介
し
、
本
文
を
補
う
な
ど
の
措
置
を

と
っ
て
も
ら
え
れ
ば
有
り
難
い
。

　

と
は
言
え
、
従
来
の
形
式
や
性
質
の
異
な
る
史
料
を
含
め
て
編
集
す
る
の
は
、
口

で
言
う
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
第
十
巻
の
編
集
で
は
、
悩
む
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と

推
察
さ
れ
る
。『
日
記
』
第
十
巻
に
関
わ
っ
た
人
た
ち
の
苦
労
に
敬
意
を
表
し
、
書

評
を
終
え
る
こ
と
と
す
る
。

（
第
十
巻
、
Ａ
5
判
、
四
二
九
頁
、
八
戸
市
立
図
書
館
編
、
八
戸
市
、
令
和
三
年
十

一
月
発
行
、
定
価
二
六
二
〇
円
（
税
込
））

※
注
文
は
、
八
戸
市
立
図
書
館
二
階
カ
ウ
ン
タ
ー
や
八
戸
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
、
八
戸

市
内
の
書
店
な
ど
ま
で
。

 

（
な
か
ぞ
の
・
み
ほ　

弘
前
大
学
非
常
勤
講
師
）


